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8 2013（平成25年）

　行政処分に対し不服がある場合に、国民を救済する措置が不服
申立制度です。国税の場合、税務署に「異議申立て」を行い、主
張が受け入れられない場合に国税不服審判所に「審査請求」をし
ます。国税に限らず原則、この２段階の不服申立を経なければ訴
訟ができないことから、制度の見直しが検討されています。

不服申立制度の見直し

8月の税務と労務8月 （葉月）AUGUST
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国　税／ 7月分源泉所得税の納付 
 8月12日

国　税／ 6月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 9月2日

国　税／ 12月決算法人の中間申告
 9月2日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人 

の消費税等の中間申告 
（年3回の場合） 9月2日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告 9月2日

地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日



８月号─2

　

扶
養
義
務
者
間（
親
子
間
等
）

で
必
要
な
都
度
支
払
わ
れ
る
教

育
資
金
は
、
今
ま
で
も
贈
与
税

が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
教
育
に
つ
い
て
は
将
来
に

わ
た
り
多
額
の
資
金
が
必
要
で

あ
り
「
一
括
贈
与
」
を
望
む
声

が
高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
齢
者
世
代
の
保
有

す
る
資
産
の
若
い
世
代
へ
の
移

転
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

教
育
費
の
確
保
に
苦
心
す
る
子

育
て
世
代
を
支
援
す
る
と
と
も

に
経
済
活
性
化
を
促
す
目
的
か

ら
、
平
成
25
年
度
税
制
改
正
で

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
を
受
け

た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
措

置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
下
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
事

項
を
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
整
理
し
て

み
ま
す
。

　
制
度
の
概
要
を
教
え
て
下
さ
い
。

①　

直
系
尊
属（
父
母
や
祖
父
母
等
）

か
ら
、
子
・
孫
名
義
の
金
融
機
関

の
口
座
等
に
、
教
育
資
金
を
一
括

し
て
拠
出
す
れ
ば
、
子
・
孫
ご
と

に
一
、五
〇
〇
万
円
ま
で
が
非
課
税

と
な
り
ま
す
。
学
校
等
以
外
へ
の

支
払
は
五
〇
〇
万
円
ま
で
が
限
度

で
す
。

②　

教
育
資
金
の
使
途
は
、
金
融
機

関
が
領
収
書
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

書
類
を
保
管
し
ま
す
。

③　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
三
年
間
の
措
置
と
な
っ
て

い
ま
す
。

④　

孫
等
が
三
〇
歳
に
達
す
る
日
に

口
座
等
は
終
了
と
な
り
ま
す
（
図

表
参
照
）。

　
教
育
資
金
と
は
、
何
で
す
か
。

⑴
　
学
校
等
に
対
し
て
直
接
支
払
わ

れ
る
次
の
よ
う
な
金
銭

①　

入
学
金
、
授
業
料
、
入
園
料
、

保
育
料
、
施
設
設
備
費
又
は
入
学

試
験
の
検
定
料
な
ど

②　

学
用
品
費
、
修
学
旅
行
費
、
学

校
給
食
費
な
ど
学
校
等
に
お
け
る

教
育
に
伴
っ
て
必
要
な
費
用
な
ど

※
「
学
校
等
」
と
は

イ　

学
校
教
育
法
上
の
幼
稚
園
、

小
・
中
学
校
、
高
等
学
校
、
大

学
（
院
）、
専
修
学
校
、
各
種
学

校
ロ　

一
定
の
外
国
の
教
育
施
設

ハ　

認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所

な
ど

⑵
　
学
校
等
以
外
に
対
し
て
支
払
わ

れ
る
次
の
よ
う
な
金
銭
で
、
社
会

通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

①　

役
務
提
供
又
は
指
導
を
行
う
者

（
学
習
塾
や
水
泳
教
室
な
ど
）
に

直
接
支
払
わ
れ
る
も
の

イ　

教
育
（
学
習
塾
、
そ
ろ
ば
ん

な
ど
）
に
関
す
る
役
務
の
提
供

や
施
設
の
使
用
料
な
ど

ロ　

ス
ポ
ー
ツ
（
水
泳
、
野
球
な

ど
）
又
は
文
化
芸
術
に
関
す
る

活
動
（
ピ
ア
ノ
、
絵
画
な
ど
）

そ
の
他
教
養
の
向
上
の
た
め
の

活
動
に
係
る
指
導
へ
の
対
価
な

ど
ハ　

イ
の
役
務
提
供
又
は
ロ
の
指

導
で
使
用
す
る
物
品
の
購
入
に

要
す
る
金
銭

②　

①
以
外（
物
品
の
販
売
店
な
ど
）

（図表）
教育資金として支出したことを金融機関が領収書などで確認
（→利用者は、学校の領収書などを金融機関に提出）

祖
父
母
等

孫 小学校

中学校

高校等

一括贈与等

教育資金
口座の
開設等 使い残しがあれば

贈与税を課税

教育資金
の支払

教育資金
の支払

教育資金
の支払

30歳に
達するまで

入　学
資金等

入　学
資金等

入　学
資金等

贈 
与 
税 
の 

非
課
税
制
度

教 
育 
資 

金 

の 

一
括
贈
与 

に
係
る
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3─８月号

に
支
払
わ
れ
る
も
の

　
　

学
校
等
の
教
育
に
伴
っ
て
必
要

な
費
用
で
あ
っ
て
、
学
校
等
が
必

要
と
認
め
た
教
科
書
、
学
校
指
定

の
制
服
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
な
ど

　
学
校
等
以
外
の
者
に
支
払
わ
れ

る
金
額
は
五
〇
〇
万
円
ま
で
と

い
う
こ
と
で
す
が
、こ
れ
は
一
、

五
〇
〇
万
円
ま
で
の
非
課
税
枠

に
五
〇
〇
万
円
を
加
え
て
、二
、

〇
〇
〇
万
円
ま
で
非
課
税
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　

違
い
ま
す
。
非
課
税
限
度
額
の

総
額
は
一
、五
〇
〇
万
円
で
す
。
一
、五

〇
〇
万
円
の
枠
の
中
で
、
塾
や
習
い

事
等
の
月
謝
等
に
つ
い
て
は
五
〇
〇

万
円
を
上
限
に
教
育
費
に
含
め
る
と

い
う
意
味
で
す
。

　
下
宿
代
は
非
課
税
の
対
象
で
し

ょ
う
か
。

　

対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
学
校
等
の
寮
費
に
つ
い
て
は
、

学
校
等
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
れ
ば
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
祖
父
母
か
ら
孫
へ
の
贈
与
だ
け

が
対
象
な
の
で
す
か
。

　

祖
父
母
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
直
系
尊
属
（
例
え
ば
、
曾
祖

父
母
、
祖
父
母
、
父
母
等
）
か
ら
の

贈
与
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

養
父
母
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
教
育
費
の
要
件
で
「
社
会
通
念

上
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
も

の
が
〝
社
会
通
念
上
相
当
〟
と

し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
か
。

　

教
育
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る
も

の
と
し
て
〝
社
会
通
念
上
相
当
〟
で

な
い
も
の
を
網
羅
的
に
示
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、

・
賭
博
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
関
す
る
も

の
（
麻
雀
や
カ
ジ
ノ
の
手
法
を
教

え
る
教
室
）

・
遊
興
・
遊
技
を
内
容
と
す
る
も
の

（
ト
ラ
ン
プ
、
ゲ
ー
ム
、
手
品
、

占
い
等
を
教
え
る
教
室
な
ど
）

・
娯
楽
目
的
の
鑑
賞
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の

等
は
、
教
育
の
た
め
に
支
払
わ
れ
る

費
用
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　
金
融
機
関
に
提
出
す
る
資
料
と

し
て
は
、
領
収
書
以
外
は
認
め

ら
れ
な
い
の
で
す
か
。

　

領
収
書
の
ほ
か
、支
払
い
日
付
、

金
額
、
摘
要
（
支
払
内
容
）、
支
払

者
（
宛
名
）、支
払
先
の
氏
名
（
名
称
）

及
び
住
所
（
所
在
地
）
が
分
か
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
領
収
書
の
代
わ
り
と

し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※　

学
校
等
に
対
す
る
支
払
の
場
合

に
は
、
摘
要
（
支
払
内
容
）
に
つ

い
て
は
、
受
贈
者
が
提
出
す
る
以

下
の
支
払
事
実
を
証
す
る
書
類
に

受
贈
者
自
身
が
支
払
内
容
を
記
載

し
、
受
贈
者
が
署
名
押
印
す
る
こ

と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

〈
指
定
金
融
機
関
へ
振
り
込
む
場
合
〉

　

振
込
依
頼
書
兼
受
領
書
の
原
本

が
必
要
で
す
。
な
お
、
①
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
振
込
み
を
し
た
場
合
は
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
利
用
明
細
の
原
本
、
②
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
振
込

み
を
し
た
場
合
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の
振
込
完
了
画

面
を
印
刷
し
て
お
き
ま
す
。

〈
口
座
振
替
で
支
払
う
場
合
〉

　

実
際
に
引
き
落
と
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
通
帳
の
コ
ピ
ー
が

必
要
で
す
。

〈
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
引
き
落
と
し

で
支
払
う
場
合
〉

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
明

細
の
原
本
と
、
実
際
に
引
き
落
と

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
通
帳

の
コ
ピ
ー
が
必
要
で
す
。
な
お
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
よ
る
利
用
明
細
の
場
合

は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
画
面
を
印
刷
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
月
謝
袋
に
現
金
を
入
れ
て
支
払
う

場
合
〉

　

習
い
事
の
場
合
な
ど
月
単
位
・

年
単
位
で
領
収
書
の
発
行
が
さ
れ

る
場
合
に
は
領
収
書
の
提
出
を
原

則
と
し
て
い
ま
す
が
、
領
収
書
が

発
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
実
際
に

支
払
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

月
謝
袋
の
提
出
に
よ
る
こ
と
も
可

能
で
す
。た
だ
し
、月
謝
袋
に
は
、

支
払
日
付
、
金
額
、
支
払
者
（
宛

名
）、
支
払
先
の
氏
名
（
名
称
）、
住

所
（
所
在
地
）、
摘
要
（
○
月
分

○
○
料
と
し
て
（
○
回
ま
た
は
○

時
間
））
の
記
載
が
必
要
で
す
。
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　印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国
に対する請求権は、その請求することがで
きる日から５年を経過することによって消
滅します。
　したがって、還付についての印紙税過誤
納確認申請書及び過誤納の事実を証するた
めに必要な文書等を全て備えて納税地の所
轄税務署長に提出したときを基準に、５年
を経過しているかどうかにより判断するこ
とになります。
　請求することができる日とは、例えば、
印紙納付の方法によるものであれば印紙を
貼り付けた日です。
　なお、書式表示などの承認により申告納
税方式をとることになった場合には、所得
税などと同じように更正の請求の方法によ
ります。
　この更正の請求は、平成23年12月２日
以後に法定申告期限が到来するものについ
ては、法定申告期限から５年以内に行うこ
とになっています。

　
永
年
勤
続
者
の
表
彰
の
た
め
の
記

念
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
が
社

会
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
記
念
品
は
、
通

常
、
①
市
場
へ
の
売
却
性
、
換
金
性

が
な
く
、
②
選
択
性
も
乏
し
く
、
③

そ
の
金
額
も
多
額
と
な
る
も
の
で
な

い
こ
と
等
か
ら
、
現
金
に
よ
る
手
当

と
は
異
な
り
、
給
与
所
得
と
し
て
課

税
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
同
様
の
趣
旨
か
ら
、
現

物
に
代
え
て
支
給
す
る
金
銭
に
つ
い

て
は
、
非
課
税
と
取
り
扱
う
こ
と
は

し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
一
定
金
額
の
範
囲
内
で
自

由
に
記
念
品
と
し
て
品
物
を
選
択
で

き
る
よ
う
な
場
合
も
、
金
銭
を
支
給

さ
れ
た
と
き
と
同
様
の
効
果
が
も
た

ら
さ
れ
る
た
め
、
金
額
を
問
わ
ず
課

税
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　暑中のご挨拶

　暑中お見舞い申し上げます。
　大手自動車メーカーの業績が好調を示すなど、景気回復の兆しが一部で見え
ています。自動車産業は裾野が広いことから関連する中小企業への波及が期待
されます。目減りしていた企業・個人の資産が回復、控えていた投資から積極
的な投資に変わり始め、来年1月から開始される少額上場株式の非課税制度の
利用が多数に上ることが想定されます。
　来年４月からの消費税率引上げの際に、スーパー等の小売業が販売セールを
する場合の表現について、「消費税分値引き（還元）」など“消費税”の文字が含ま
れなければ、「３％値引き」などの表示でも認められることになりました。経過
措置もこの９月で終了、消費税率引上げが徐々に近づいています。
　国民一人一人に付けた番号により情報を管理することで、国民は納税や社会
保障などの手続きが簡単になり、国は行政効率を上げることを目的としたマイ
ナンバー制度が平成28年から始まる予定です。プライバシーへの配慮はもちろ
んですが、使い勝手の良い仕組みにしてもらいたいものです。
　皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。

印紙税の還付請求権の消滅時効
永
年
勤
続
者
表
彰
記
念
品
の
源
泉
徴
収


